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○介護報酬改定の概要について （案） 

  

P.3 ご参照 

P.6 ご参照 
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・介護職員等処遇改善加算の拡充について（案） 
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・基準費用額（食費）の見直しについて（案） 
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○令和８年度 「介護職員等処遇改善加算」に係る提出期限について 

 

1. 処遇改善計画書の提出期限 

※原則として、算定を開始する月の前々月の末日が期限です。 

（例）：４月から開始の場合は、２月までとなります。 

ただし、年度の途中から算定する場合 

算定を開始する月の前々月の末日までとなります。  

 ◎ 令和８年６月以降 の介護職員等処遇改善加算の申請については、介護職員等 

処遇改善加算を 算定する月の前々月の末日まで とする見込みです。 

◎ つきましては、詳細が分かり次第改めてご案内いたしますので、令和８年度の処 

遇改善加算等に係る計画書の作成及び提出については、しばらくお待ちいただけま

すよう お願いいたします。 

 

2. 変更・区分の追加 

加算区分（Ⅰ〜Ⅳなど）を変更したり、新たに取得したりする場合も、原則として、前々

月末日までに計画書（届出書）を提出する必要があります。  

 

3. 実績報告書の提出期限 

最終の加算支払いがあった月の翌々月の末日 

（例）：3月サービス提供分（最終）の入金が 5月の場合は、7月末日が提出期限です。  

 

4. 令和 8年度の特記事項 

令和８年度は、介護報酬改定による新要件の追加や加算率の引き上げが予定されて

おり、これに伴う新たな計画書を提出していただく可能性があります。具体的な日付は、

市ホームページや介護保険課からの通知を確認してください。 

また、令和７年度から一部適用されていた経過措置が終了するため、算定要件の確認

が必須となります。  
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○運営指導における指導内容について 

・集団指導と運営指導 
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▶集団指導 

介護サービス事業者が、介護サービス事業所において適切なサービスを提供する

ために必要な情報（※）を伝達することを目的として、概ね年一回、一定の場所に集め

て講習等の方法により行うものです。 

（※遵守すべき法令の内容、各種サービス提供の取扱い及び介護報酬請求に関す

る事項等） 

なお、令和４年度の改正により、オンラインセミナー形式による実施も可能となってい

ます。 

介護制度管理の適正化に向け、皆様のご協力をお願いいたします。 

 

▶運営指導 

市では、地域密着型サービスの指定事業所に対して、指定有効期間内に一回以上

の運営指導を実施するため、毎年いくつかの事業所を訪問します。  

運営指導では、人員基準、職員の雇用の実態、運営規程や契約書等の内容、利用

者が受けているサービスの内容等について、記録書類などをもとに確認していますの

で、日頃から書類の適切な保存に努めてください。  

以下は、近年実施した運営指導の流れと指摘の事例です。なお、介護予防・日常

生活支援総合事業については運営指導を実施しておりませんが、指摘の事例につい

ては参考にしてください。  
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・運営指導の流れ、指摘事項の例 

 ＜運営指導の流れの例＞  

   ①指導予定日の １ヶ月程度前  

      指導を行う日程、対象施設、必要書類等について市から通知いたします。 

事業所の皆様は、指導に係る事前提出書類や記録の整理を行ってください。  

 

   ②指導予定日の１０日位前  

      事業所より市に対し、事前提出書類（※）を提出していただきます。  

 ※勤務形態一覧表・運営規程・業務継続計画書・虐待の防止のための指針 他 

 

   ③指導当日  

基本的に、事前に提出のあったチェックシートの項目に沿って記録等を確認いたし

ます。時間は １サービスあたり２時間程度を目安としています。書類の確認後、事業

所内設備等を見学させていただきます。最後に簡潔な講評をして、指導は終了となり

ます。 

 

④指導後 

事業所に対し、指導の結果を文書で通知します。その内容に沿って書類の修正や

提出等対応をお願いいたします。 

 

＜運営指導での指摘事例＞  

●勤務体制一覧表（勤務実績表）  

・勤務実績表について、勤務予定時間が記載されていた。 

・勤務時間の合計の計算に誤りがあった。  

・経営者兼介護職員として勤務している職員の勤務実績が記録されていなかった。 

 

●運営規程  

・変更の届出が必要な事項について、変更届が提出されていなかった。  

・通常の事業の実施地域の記載に不足があった。人員の記載に誤りがあった。  

 

●契約書や重要事項説明書  
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・個人情報の利用にあたり、個人情報同意書に家族の記入欄が無かった。 

  ・介護保険課と表記されるべき箇所や電話番号が高齢者福祉課の番号になってい

た。 

・重要事項説明書に説明日の記載がされていないかたがいた。  

 

  ●居宅介護支援事業者との連携 

  ・利用者の個別ファイルにサービス担当者会議の記録 

（出席時は記録を残す・欠席時は会議録を取り寄せる）が保管されていなかった。 

  

 ●書類の保管 

  ・利用者の個別ファイルに最新の介護保険被保険者証や介護保険負担割合証の 

写しが保管されていなかった。 

  

 ●秘密保持 

   ・全員の従業員の秘密保持誓約書が保管されていなかった。（退職者含む） 

 

 ●事業所情報  

・利用料金の案内に、自己負担の割合が記載されていなかった。 

 ・ホームページや広告、チラシの情報が古いままとなっていた。  
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○指定更新書類について   

※令和８年度が指定更新年度にあたる各事業所のご担当者様へ 

提出書類等について、お早めのご準備をいただけますようお願いいたします。 

様式については、国の様式に従い随時更新をしています。佐倉市ホームページに

てご案内しておりますので、更新時期が近づきましたら必要書類をご確認いただき、

ご提出願います。 

提出期限は、更新日前々月の末日となります。 

例）指定期限：令和８年５月３１日→提出期限：令和８年４月３０日 

 

❀佐倉市ホームページ（指定更新関係書類）アドレス ページ番号：5025 

https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kaigohokenka/23/281/5025.html  

※指定更新書類は郵送、メール、窓口で受け付けておりますが、管理者や運営規定など

の変更による「変更届」と加算等の変更による「体制届」の提出は下記の電子申請届

出システムでも行うことができます。下記厚生労働省ホームページをご確認いただき、

電子申請についてご検討ください。 

 

★厚生労働省ホームページ「指定申請等のウェブ入力・電子申請について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html 

★厚生労働省ホームページ 「【電子申請届出システム】介護事業所向け操作ガイド」 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/pdf/operation_guide_2_10.pdf 

 

 （【電子申請届出システム】介護事業所向け操作ガイドのＰ８より抜粋） 

 

  

https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kaigohokenka/23/281/5025.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/pdf/operation_guide_2_10.pdf
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注）ログインには Gビズ IDアカウントが必要となります。 

アカウントを取得していない場合は、アカウントの作成画面に移動します。 

 

Gビズ ID とは？  

・Gビズ IDは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。 

・Gビズ IDを取得すると、一つの ID・パスワードで、複数の行政サービス にログインで

きます。 

・アカウントは 最初に１つ 取得するだけで、 有効期限、年度更新の必要はありませ

ん 。 

（令和３年８月現在）   

★デジタル庁ホームページより https://gbiz-id.go.jp/top/ 

 

★厚生労働省老健局高齢者支援課介護業務効率化・生産性向上推進室 作成資料より 

  

https://gbiz-id.go.jp/top/
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○運営推進会議について  
運営推進会議は事業者が自ら設置し、利用者の家族や地域住民の代表者等に、提

供しているサービス内容を明らかにすることでサービスの質を確保し、地域との連携を

図ることを目的とします。  

なお、新型コロナウイルス拡大を防止する観点から、運営推進会議を延期または中止

した場合の運営基準違反とならないという取り扱いは、令和５年５月８日で終了いたしま

した。そのため、感染対策のため通常どおりの開催が難しいという判断では会議の延期

または中止は認められません。 

ただし、感染者がいて様子を見るという場合は、書面による開催として、資料を作成の

うえ、運営推進会議の委員へ配布することは可能です。作成した議事録は、資料として５

年間保存してください。 

  

◆ 開催頻度の目安 

＜概ね ２  カ 月に １  回  以上＞  ※年６回以上実施 

＜ 原 則 として、隔 月 に開 催 ＞ 

小規模多機能型居宅介護，看護小規模多機能型居宅介護，  

認知症対応型共同生活介護，地域密着型介護老人福祉施設，地域密着型特定施設入

所者生活介護 

 

◆ 構成員の例  

①利用者または利用者家族  

②地域住民の代表者（民生委員・自治会役員など）  

③市職員又は地域包括支援センター職員  

④提供しているサービスに対して知見を有する者 

 の各分野から １名以上選出。  

 

◆ 議題の例  

議題については一律の決まりはありませんが、下記のようなものがあげられますので参

考としてください。 

（全てを議題とする必要はありません） 
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・利用状況の報告（利用者数、介護度、イベントの開催、地域と交流等）  

・事業所への要望・助言などの意見聴取  

・職員研修の実施状況報告  

・ヒヤリハットや事故等の報告と防止に向けた改善策  

・運営上の課題 ・利用者の健康管理に係る取り組み 

・前回の運営推進会議で聴取した要望・助言への対応の報告 

  

  

令和８年度分の、市、または地域包括支援センター職員出席の割り当てを作成するため、 

２月下旬頃にメールにて希望日の調査をご案内いたしますので、ご多忙のところ恐縮ですが、

早めの希望日（３月中旬頃まで）のご回答をお願いいたします。 
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○自己評価及び外部評価について 

（認知症対応型共同生活介護事業者） 
 

認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）事業者は、自らその提

供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者

による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るものとされています。 

 

 自己評価は、サービス水準の向上に向けた自発的努力と体制づくりを誘導し、その内

容及び範囲において、これらの指定基準を上回るものとして設定されているものです。 

 

 外部評価は、第三者による外部評価の結果と、当該結果を受ける前に行った自己評

価の結果を対比して両者の異同について考察したうえで、外部評価に結果を踏まえて総

括的な評価を行うこととし、これによって、サービスの質の評価の客観性を高め、サービ

スの質の改善を図ることを狙いとするものです。 

 

 各事業者は、自己評価及び外部評価の実施ならびにそれらの結果の公表を行い、自 

らのサービスの質の改善を常に図ることが、指定基準により義務付けされています。 

引き続きのご対応をお願いいたします。 

 

◆ 外部評価実施方法 

① 外部評価機関による外部評価を実施してください 

② 評価結果については、市に提出をお願いいたします。 

③ 自己評価を運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する方法での実施が可

能となりました。 

（令和３年度介護報酬改定より） 

 

≪注意事項≫ 

外部評価機関による評価を２年に１回とする「受審頻度緩和」を行うことができる要件の

一つに 

「過去に外部評価を５年間継続して実施している」ことがありますが、 

運営推進会議による外部評価を実施した年は、この継続年数に含まれず、継続期間がク
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リアされます。 

詳細は、佐倉市ホームページをご参照ください。 

 

❀「地域密着型サービスに係る外部評価実施回数の緩和手続きについて」 ページ番

号：4007 

 https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kaigohokenka/23/281/4007.html 
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○地域介護・福祉空間整備等施設交付金 

 介護施設等の耐災害性強化対策（耐震化・ブロック塀等の改修・水害対策・非常用自

家発電設備の設置）については、従来、地域福祉介護・福祉空間整備等施設整備交付

金により支援されてきたところですが、令和７年６月６日に「第１次国土強靭化実施中期

計画」が閣議決定され、令和８年度から令和１２年度までの間、引き続き取り組むこととさ

れました。 

 地域福祉介護・福祉空間整備等施設整備交付金の一次協議は、例年、５月頃に行わ

れていますが、県の通知から必要書類の提出までに２週間程度しか日数に余裕がありま

せんので、ご注意ください。具体的には、追って、事業所宛にメールにて通知する予定で

す。 
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参 考 資 料 １ 地域密着型サービス事業所の区域外利用について 

地域密着型サービスは、高齢者が可能な限り住み慣れた身近な地域において、きめ

細かい介護サービスを受けながら生活を継続できるようにとの配慮から、平成２８年４月

に創設されました。 

この地域密着型サービスでは、事業所指定の手続、被保険者が利用できる事業所の範

囲等が従前からのサービスとは異なっており、次のとおり取扱うこととなっています。 

 

区域外事業所に対する指定について 

地域密着型サービスでは、市町村長は、原則として区域内事業所に対して指定を行う

ことになっていますが、市町村の区域外に所在する地域密着型サービス事業所（以下

「区域外事業所」という）についても、当該事業所の所在する区域の保険者（以下「所在地

保険者」という）の同意があれば、指定することができます。 

当該同意に係る要件、手続等については、介護保険法では詳細な規定がありません

ので、区域外事業所の指定（以下「区域外指定」という）に係る同意依頼を行ったり、他市

町村からの同意依頼に対して同意を行う（以下「同意等」という）場合には、関係する保険

者は、地域密着型サービスの趣旨を踏まえつつ、それぞれの地域性も加味してその可否

を判断することになります。市町村間のやりとり等に時間を要するため（２、３週間程度）

同意を得る場合は余裕をもっていただいています。 

〈同意等を行ったケース〉 

地域密着型サービスの事業所指定等の考え方（原則） 

〇事業所の指定は、都道府県知事ではなく市町村長が行う。 

（介護保険法第 42 条の 2 本文、第 54 条の 2 本文） 

〇市町村長は原則として、当該市町村の区域内に所在する地域密着型サービス事業所（以下

「区域内事業所」という。）について指定を行う。 

（介護保険法第 78 条の 2 第 1項及び第 4 項第 4 号、第 115 条の 12第 1 項及び第 2 項第 4 号） 

〇住所地特例の対象者について、施設所在市町村長の指定をうけた特定地域密着型サービ

ス（定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、地

域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス）を利用できる。 

（介護保険法第 42 条の 2 本文、第 54 条の 2 本文） 
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① 地域密着型通所介護創設前の平成２８年３月３１日時点で介護予防通所介護を利用

していた方が平成２８年４月以降、要支援から要介護になった場合（要支援者はみな

し指定の対象にはならないため） 

※平成２８年４月以降利用を開始した要支援者は適用外 

 

② 地域密着型通所介護において、みなし指定の対象者の利用が継続している間に、事

業所が指定更新になったケース（みなし指定の効力は指定更新後には及ばないため） 

 

③ 地域密着型通所介護において、みなし指定の対象者の利用が継続している間に、事

業所の運営法人が変わり、新たに指定することになったケース（みなし指定の効力は

新事業所には及ばないため） 

 

〈同意等を行ったことはないが検討を要するケース〉 

① 家族、同居者による虐待等、やむを得ない理由により区域外利用を希望する場合。 

 

② 居住地保険者の区域内において、希望する地域密着型サービスを提供する事業所

がない場合、若しくは、当該サービスを提供する事業所の利用定員に空きがない場合。 

⇒利用希望者が、地元に利用可能な事業所がない場合に、区域外利用を求めること

は理解しますが、一方で、各保険者は、自己の被保険者の地域密着型サービスの需

要量を適切に見込み、それに応じたサービス基盤の整備、事業計画の策定を行うもの

であることから、こうした理由のみにより、安易に同意等が行われることはありません。 

 

③ 交通事情等により、利用希望者が区域内事業所を利用することが著しく不便であり、

一方で利用至便な区域外事業所がある場合。 

⇒事業所への移動の利便性のみが判断基準となっており、画一的に運用すると地域

密着型サービスの趣旨を損なう恐れもあるため、利用希望者の心身の状況（区域内事

業所に通うための遠距離移動に耐え得るか…）等もあわせて判断する必要があります。 

 

④ 統廃合に伴う他事業所への転所や業態転換後の事業所の継続利用等、やむを得な

い理由により区域外利用を希望する場合。 

⇒ 事業所の廃止等があった場合でも、同一市町村内に利用可能な他の地域密着型
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サービス事業所がある場合や他の代替サービスによる対応が可能な場合も考えられ

るので、それらと“なじみ”の関係の継続を比較衡量する等、“なぜ当該区域外事業所

でないといけないのか？”について十分に確認する必要があります。 

 

他市から転入して佐倉市の地域密着型サービスを利用することについて 

例えば、他市に住んでいた方が、佐倉市内のグループホーム等に住民票を移動して

入居することは、地域密着型サービスの制度趣旨から外れていると言わざるを得ません。

その分、佐倉市の被保険者が利用できる枠が減ってしまうことにもなりますので、事前に

市に相談するなど、ご協力をお願いします。 

 

ただし、他市に住んでいた親が、介護者である子の住む佐倉市に転入して、市内のグ

ループホーム等に入居するようなケースは、住み慣れた地域でサービスを受けるという

制度趣旨からは外れますが、現状では利用を制限することはしていません。 

 

住所地特例者の地域密着型サービスの利用について 

市町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用するためには、原則として「居住市

町村と事業所所在地市町村との間での同意（区域外指定）」が必要です。ただし、特別養

護老人ホームや特定施設に入所・入居するかたが、その施設に住民票を移して住所地

特例者となっている場合、市町村間の同意を経ずに本来の住所地ではなく施設所在地

市町村でサービスを受けられます。ただし、事業者は保険者の指定を受ける必要があり

ます。 
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参 考 資 料 ２  社会福祉法人等による生計困難者等利用者負担

軽減事業について 

 

介護保険法等の一部を改正する法律により、平成１７年１０月から介護保健施設の介

護報酬が改正され、同じ要介護状態であれば、どこでサービスを受けても給付と負担が

公平となるよう、介護保険の保険給付の範囲を「介護」に要する費用に重点化し、「居住」

や「食事」に要する費用は、保険給付の対象外となりました。ただし、所得の低い方の負

担額は一定の範囲にとどまるよう、配慮がされております。 

 その施策の一つに、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度があります。佐倉市

においても実施要綱を定め、社会福祉法人等による軽減が行える環境となっております。 

つきましては、佐倉市が行う社会福祉法人等による利用者負担軽減制度についてま

とめましたのでご参考いただきますようお願いいたします。 

 

１．事業目的 

 生計困難者等について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかん

がみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。 

 市は、軽減が適用される利用者に対して確認証を交付するとともに、軽減を実施した社会福祉法人等に

対して助成を行います。 

 

２．軽減の対象者（実施要綱第２条） 

１．生計困難者 

 

 世帯全員が市民税非課税で、次の①～⑤の全てに該当する方 

  ① 年間収入が、１人世帯で１５０万円以下、世帯員が１人増えるごとに 

５０万円を加算した額以下であること。 

  ② 預貯金や有価証券等の額が、１人世帯で３５０万円以下、世帯員が１人増えるごとに１００万円を加

算した額以下であること。 

  ③ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 

  ④ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 
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  ⑤ 介護保険料を滞納していないこと。 

＊ 旧措置入所者で利用者負担割合が５％以下の方については対象となりませ

ん。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が５％以下の方でも、ユニット

型個室利用に係る居住費については対象となります。 

 

２．生活保護受給者 

３．特例措置対象者 

 次の①～③の全てに該当する方 

① 「１．生計困難者」に該当する方 

② 生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告示第１５８号）の改正に伴い、生活保護が廃止

された方 

③ 生活保護廃止時点において、社会福祉法人等による軽減 又は特定入所者介護サービス費（＝負

担限度額の補足給付）の支給により、居住費の自己負担がなかった方 
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  ３．軽減の対象となるサービス及び費用（実施要綱第３条） 

１．生計困難者 

 

対象となるサービス 対象となる費用 減額の割合 

・訪問介護 

・通所介護 

・短期入所生活介護(☆) 

・定期巡回・随時対応型 

      訪問介護看護 

・夜間対応型訪問介護 

・地域密着型通所介護 

・認知症対応型通所介護(☆) 

・小規模多機能型居宅介護(☆) 

・地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護 

・看護小規模多機能型 

        居宅介護 

・介護福祉施設サービス 

・第一号訪問事業のうち介護予

防訪問介護に相当する事業

（自己負担割合が保険給付

と同様のものに限る。） 

・第一号通所事業のうち介護予

防通所介護に相当する事業

（自己負担割合が保険給付

と同様のものに限る。） 

（☆印は介護予防も対象） 

１割自己負担 

食 費 

居住費（滞在費） 

２５％ 

 

 

 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉

施設サービス、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護利用者で公的年金等の

収入金額と合計所得金額の合計金額が８０万円以下の者にかかる１割自己負担は対象としない。 

・特定入所者介護（予防）サービス費の支給対象外となる方が短期入所生活介護、介護予防短期入

所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービスを利用した

場合、食費・居住費は対象としない。 

・介護保険負担限度額認定をお持ちの場合、食費・居住費については、認定適用後からさらに軽減対

象になります。 
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２．生活保護受給者 

 

対象となるサービス 対象となる費用 減額の割合 

・短期入所生活介護(☆) 

・地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護 

・介護福祉施設サービス 

（☆印は介護予防も対象） 

個室の居住費 全 額 

 

  

３．特例措置対象者 

 

対象となるサービス 対象となる費用 減額の割合 

１．生計困難者と同じ 

１割自己負担 

食費 

 

２５％ 

 

居住費（滞在費） 全額 
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４．法人に対する公費助成について （助成金交付要綱） 

 助成の対象は、社会福祉法人が利用者負担を減免した総額のうち、当該法人の本来受領すべき利用者

負担収入の１％を超えた部分とし、その１/２を助成する。ただし、特別養護老人ホーム利用に係る軽減に

ついては、１０％を超える部分については、全額を助成します。 

 

【 助 成 金 算 出 方 法 】 

         ＝法人負担 

         ＝市町村助成 

 

１．指定地域密着型介護老人福祉施設・指定介護老人福祉施設の場合 

 

←───   本来受領すべき利用者負担収入の総額 Ａ    ────→ 

←──  軽 減 総 額 ──→ 
（助成措置のある市町村を保険者とする利用者

負担に係るもの） 

 

 

←─ Ａの１０％ ─→   

Ａの 

１％ 

市町村助成分１/２ 全額市町

村助成 

＊市町村助成分については市町村の比率にて請求額

を算出し、それぞれに請求する。 法人負担分１/２ 

 

２．指定地域密着型介護老人福祉施設・指定介護老人福祉施設以外の場合 

←───   本来受領すべき利用者負担収入の総額 （Ａ）  ────→ 

←─   軽 減 総 額  ─→ 
（助成措置のある市町村を保険者とする利用者

負担に係るもの） 

 

 

Ａの 

１％ 

市町村助成 １/２ ＊市町村助成分については市町村の比率にて請求額

を算出し、それぞれに請求する。 
法人負担分 １/２ 

 
本来受領すべき利用者負担収入の総額とは・・・・ 

   軽減対象サービスごとに、その事業所を利用している方の１割自己負担・食事・居住費の合計。 
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参 考 資 料 ３ 千葉県介護業務効率アップセンターについて 

【千葉県介護業務効率アップセンター】https://chiba-kaigocenter.com/ 
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参 考 資 料 ４ ケアプランデータ連携システムについて 
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